
～南部町で事業所を営む方へ～ 
物価高騰対策として支援金を給付します 

 

 

 

 

南部町では、原油価格及び物価高騰に伴い、固定経費が増加している事業者に 

対し、経営継続の支援を図るため、従業員数に応じて支援金を給付します。 

 

〔給付対象者〕全ての要件を満たす事業者が対象となります 

① 南部町内に本店もしくは支店となる事業所を有していること 

② 令和４年 11 月１日時点で事業を営み、かつ今後も事業を継続する意思が

ある事業者であること 

③ 令和４年度に南部町が実施した「農業経費高騰緊急対策支援給付金」の 

給付を受けていないこと 

〔給付内容〕 

① 従業員数が１～５人の事業所 10万円 

② 従業員数が６～10人の事業所 15万円 

③ 従業員数が 11人以上の事業所 20万円 

〔申請に必要なもの〕②～⑤は写しを添付 

① 南部町事業所物価高騰緊急対策支援金給付申請書（請求書） 

②【個人事業主】開業届 または 令和３年分確定申告書 

【  法  人 】履歴事項全部証明書 

支店等は所在地が明記された書類（事業概況報告書、納税通知書 など） 

③ 営業許可書（許認可が必要な業種の場合） 

④ 事業所の従業員数を証明できるもの 

（令和３年分確定申告書収支内訳書や決算書、労働保険関係書 など） 

⑤ 窓口に来られる方の本人確認ができる身分証明書類 

（運転免許証、マイナンバーカード など） 

〔申請書提出窓口〕 

① 南部町役場 商工観光課 

② (商工会会員の方は）南部町商工会本所 もしくは 南部支所 

〔申 請 期 限〕令和５年２月 28日（火）まで 

〔お問合せ先〕南部町商工観光課 ＴＥＬ：０１７８－３８－５９６５ 

月に 15日以上勤務する 
パート・アルバイトも 

従業員数に含みます 


